
 



 

  

 

 

計画前半期における国・県の動向や本市の取組の課題を踏まえ，地域共生社会の実現に向

けて特に福祉の各分野における共通して取り組むべき事項として，「『我が事・丸ごと』の

地域づくり」及び「包括的・総合的な相談支援体制の構築」を計画後半期において重点的に

取り組みます。【図２「我が事・丸ごと」の地域づくり，包括的・総合的な相談支援体制のイメージ図 資料１ 図

２の根拠法令】 

 

 地域のつながりや地域に対する関心の希薄化といった状況が見られるなか， 地域住民が

住み慣れた地域で安心して暮らすために，地域づくりに関心をもって，我が事として主体的

に取り組むことができるようきっかけづくりへの支援を推進します。 

 また，８０歳代の親がひきこもりなどの５０歳代の子の生活を支える，いわゆる８０５０

問題など高齢者，障がい者，子どもなどの各福祉分野の制度では支援することが困難な制度

の狭間にある福祉課題を抱える方を支援につなぐために，住民，民生委員・児童委員，社会

福祉協議会，地域で活動する事業者などが協力し，本市で設置を進めている地域づくり協議

会などと連携して，地域が主体となった支援体制の仕組みづくりへの支援を推進します。 

 

 少子高齢化や核家族化などによる社会や地域の変化により，福祉や介護，子育てなどに関

する福祉ニーズは多様化，複雑化し，重複した福祉課題を抱える方が増えてきています。 

 高齢者，障がい者，子どもなどの分野ごとの公的な福祉サービスについては，整備が進ん

できましたが，制度の狭間にあって既存の福祉サービスを受けにくい方や様々な福祉課題を

抱える方への対応が必要とされています。 

 このような課題を抱える方などからの相談に対応できるよう，行政，支援関係機関の連携

による包括的な相談支援体制の構築に向けた取組を推進します。 
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平成３０年９月１１日 
 鈴鹿市長 末松 則子 様 
 

鈴鹿市地域福祉計画審議会 
会長 貴島 日出見 

 
 

第２期鈴鹿市地域福祉計画の推進に関する意見書 
 
 第２期鈴鹿市地域福祉計画における平成２９年度取組状況の報告を受け，当審議会で

議論を重ねた結果，下記のとおり意見をまとめましたので，今後の地域福祉推進に反映

できるよう努めてください。 
 

記 
 
１ 包括的な相談支援体制の構築について（基本目標２－取組項目４－２） 
  少子高齢化や核家族化，都市化などによる社会や地域の変化により，福祉や介護，

子育てなどに関する福祉ニーズは多様化，複雑化し，中には重複した福祉課題を抱え

る方が増えてきています。 
  また，公的な福祉サービスについては，高齢者，障がい者などの分野ごとに整備が

進んできましたが，一方では，各分野の谷間にあって既存の福祉サービスを受けにく

い方への対応も課題とされています。 
  このような重複した福祉課題を抱える方，福祉，介護，子育てなどの制度の谷間に

あって対応が困難な方などからの相談に対応できるよう，行政，支援関係機関の連携

による包括的な相談支援体制の構築，専門職の配置，地域に積極的に出向いて潜在化

したニーズを支援につなぐ取組を推進してください。 
 
２ 地域での福祉課題の把握について（基本目標２―取組項目４－３） 
  制度の谷間にある方の福祉課題などの潜在化したニーズを支援につなぐためには，

地域の実情をよく把握している住民，民生委員・児童委員，社会福祉協議会，地域で

活動する事業者などが持つ情報を共有することが大切です。しかしながら，地域にお

いては，高齢者，障がい者，子ども，生活困窮者等に関する福祉課題の把握が進んで

いない状況もみられています。 
  今後とも，地域における福祉課題の把握に努め，現在，鈴鹿市で設置を進めている

地域づくり協議会等の制度，仕組みを活用し，地域共生社会の実現に向けた地域福祉

の推進をしてください。 
 
３ 地域づくり活動への住民の参加の促進について（基本目標１－取組項目３－２） 
  地域には，自治会に加入していない，加入していても回覧板などの情報に目を通さ

ないなど市民生活に必要な情報が届いていない人も多く，地域のつながりや地域に対

する関心の希薄化といった状況が見られています。 
  地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らすために，他人事になりがちな地域づく

りに関心を持って我が事として主体的に取り組むことができるよう啓発活動やきっ

かけづくりへの支援を推進してください。 
 
４ 災害時の避難所，支援体制の充実について（基本目標３－取組項目１０－３） 
  南海トラフ一帯を震源とする東海・東南海地震の発生が予測されています。しかし

ながら、地域によっては，避難所の備蓄状況等の情報も十分に把握できていないとこ

ろがあります。いつ起こるか分からない災害に対して，いざという時にだれもが安全

に避難し，安心して利用できる避難所とその運営体制づくりを早急に進める必要があ

ります。 
  災害時にだれもが安全に避難できるよう，災害情報の伝達手段の充実，地域間での

支援・応援体制づくり，高齢者や障がい者等のさまざまなニーズに対応できる避難所

の設置及び運営ができるよう，行政と地域との役割分担を明確にして地域での防災マ

ニュアルの作成や防災訓練などの推進をお願いします。 



  


